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Ⅰ．基幹労連の概要

１．組織人員 約２７万名（加盟組合約３９０組合、構成組織約７８０組織）

２．上部団体 連合→国際労働組合総連合（ＩＴＵＣ）

金属労協（ＪＣＭ）→インダストリオール・グローバル・ユニオン

３．地方組織 ４２都道府県に県本部・県センターを設置

４．産業構成 鉄鋼、造船、非鉄金属、建設、航空・宇宙、産業機械

製煉、金属加工、情報・物流

５．基本目標 ①雇用と生活の安定

②産業政策、政策・制度活動の推進

③安全・衛生活動の推進

④政治活動の推進

⑤組織活動・教育活動の強化

⑥中小労働運動の強化

⑦未組織労働者の組織化

⑧相互扶助（共済）活動の充実

⑨国際活動・社会貢献活動の推進
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Ⅱ．建設産業の雇用・労働環境

1. 処遇

① 平均賃金上昇率と個別賃金上昇率

② 産業別賃金ポジションの推移

③ 公契約条例の制定状況

2. 労働時間

① 年間総実労働時間数の推移

② 建設統合統計出来高ベース

③ 建設産労懇土曜閉所工事別閉所率

3. 労働災害

① 令和元年産業別死亡災害と就業者数
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１－① 平均賃金上昇率と個別賃金上昇率
1997年→2018年

総合工事業

職別工事

産業計

産業計規模計を基準にパーシェ比較を行い、
各産業の水準を指数化

高年齢化に伴い、平均賃金上昇に比べ
個別賃金の伸びが少ない

連合 賃金レポート2019より 4



１－② 産業別賃金ポジションの推移
1988年→2018年

総合工事業

職別工事

産業計規模計を基準にパーシェ比較を行い、
各産業の水準を指数化

総合工事業では相対的にポジション上昇が
みられるが、職別工事ではほとんど変化がない

連合 賃金レポート2019より 5



１－③ 公契約条例の制定状況

ＩＬＯ第９４号条約（1949年採択 1952年発効：日本未批准）

「公契約における労働条項に関する条約」および同勧告（第84号）

1. 人件費が公契約に入札する企業間で競争の材料にされている
現状を一掃するため、すべての入札者に最低限、現地で定め
られている特定の基準を守ることを義務づけること

2. 公契約によって、賃金や労働条件に下方圧力がかかることの
ないよう、公契約に基準条項を確実に盛り込ませること

千葉県野田市 2010年2月全国初施行
⇒ 以降、57自治体で制定（2020年7月31日現在）

賃金保障型：24、理念型：33

公契約条例を制定する自治体は増加しているが、
さらなる拡がりが待たれる
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２－① 年間総実労働時間数の推移

調査産業計

建設業

製造業

厚生労働省 毎月勤労調査年報より作成

他産業に比べ実労働時間が長い状態が続いている
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２－② 建設総合統計 出来高ベース

民間建築 民間土木 公共建築 公共土木

36%

14%

国土交通省 建設総合統計より

（億円）

特に公共土木工事において発注時期に偏りがあり、
工事量が一定していない
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２－③ 2020年6月 建設産労懇土曜閉所
工種別閉所状況【基幹労連建設部会】
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12.8%

22.8%

14.0%

9.3%

19.4%

9.2%

2.2%

6.6%

31.7%

6.6%

46.3%

27.1%

土木工事

建築工事

その他工事

総計

４閉所以下 ５閉所 ６閉所 ７閉所 ８閉所以上

全国一斉で取り組みを行っているが、建築工事を
中心に閉所が進んでいないない現状



３ー①令和元年産業別死亡災害と就業者数
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製造業 建設業 その他

厚生労働省死亡災害状況報告および総務省労働力調査より

他産業に比べ、一人当たりの死亡災害者数が多い
10



Ⅲ．まとめ

１．建設業における環境改善の取り組み
●公契約条例制定の促進
●新・担い手３法のさらなる推進
○発注者の責務
・適正な工期設定
・施工時期の平準化
・適切な設計変更

○受注者の責務
・適正な請負代金・工期での下請契約締結

○生産性の向上
・i-Constructionの推進

２．働き方改革へつなげるための労働時間短縮の取り組み
●サービス残業の撲滅
・長時間労働に対する原価意識の徹底
・労働基準局のチェック機能強化
・割増率の引き上げ

●発注者と受注（施工）者の責任範囲の明確化
・発注時の不備を解消
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●現実的な適正工期の設定
・請負者の責任によらない着工の遅れ
・受注後の条件変更等の解消

●設計の管理強化
●発注時期の平準化
●４週８休の推進
○官・労・使共同による土曜閉所の促進
・土曜閉所（週休二日）を織り込んだ工期の設定
・民間事業主への理解促進
・適正人員の予算化

３．安全衛生推進
●死亡災害の撲滅
○官・労・使共同によるゼロ災運動のさらなる推進
・災害情報と対策の共有による再発の防止
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